
第１０２回教育研究評議会議事要録 

 

 

１ 日   時  平成２３年１２月２２日（金）１３：３０～１４：４０ 

 

２ 場   所  事務局第１会議室 

 

３ 議   事 

 (1) 教員の休職について 

（教員の個人情報を含む審議事項であるため非公開） 

 

(2) 先端創薬イノベーションセンター規則の制定について 

副学長（ライフ・イノベーション担当）から，基礎創薬技術を効率的に開発研究に結び

付けることにより迅速な製品開発を推進すること及び長崎大学病院臨床研究センターと協

力し，臨床研究，早期臨床試験等を着実に実施することにより，臨床創薬段階にある研究テ

ーマを迅速に治験段階へステージアップすることを目的とした長崎大学先端創薬イノベー

ションセンターを設置するため，その組織，運営等に関し必要な事項を定める規則を資料２

のとおり制定することについて提案があり，審議の結果，異議なく了承された。 

 

(3) 「言語教育研究センター（仮称）」の設置について 

学長から，資料３に基づき，外国語教育をマネジメントする中心的な組織として，外国語

教育向上のための教育・研究教育を行う「言語教育研究センター（仮称）」を設置すること

及び同センターの設置準備については大学教育機能開発センター計画委員会で行うことに

ついて提案があり，審議の結果，異議なく了承された。 

また，同センター教員については，①既に大学教育機能開発センター計画委員会において

審査し２名の採用が決定していること，②その他にオンライン英語自学自習システム等のシ

ステムを扱う教員１名及びネイティブの有期雇用の教員を２名採用する予定であること，③

現在大学教育機能開発センターの外国語担当教員の７名を言語教育研究センター（仮称）に

配置換の予定であることについて説明があった。 

引き続き，同センターの取り組みとして，①専任の英語教員を倍増し授業の充実を図る，

②TOEIC－IP テストや G－TELP（国際英検）を活用し，英語運用能力の診断と評価を行う，

③授業支援機能と自学自主支援システムを組み合わせた最新の CALL システム等のオンラ

イン英語自学自習システムを整備する，④語学留学制度の整備・拡充及び外国語学習の動機

付けを行う取り組みの一環として Skype のテレビ電話機能を活用した授業を行う，⑤文教キ

ャンパス内にリエゾンセンターを設置し，英語で交流を行うゾーンを設置することなどにつ

いて説明があった。 

なお，審議の中で，採用が決定している教員の年俸の基準について質問があり，収入，経

歴，業績等を勘案して人事課と協議して決定し，毎年の業績等で年俸を見直し更新していく

旨の説明があった。 



(4) 新しい教養教育について 

学長から，資料４に基づき，平成２４年度からの教養教育の履修単位（最低修得単位数）

及び夜間主コースの時間割について提案があり，審議の結果，異議なく了承された。 

次に，全学モジュール及び自由選択科目等の検討状況について，次の事項について説明が

あった。 

① 全学モジュールの中にできる限り人文系の科目を含めて，人文系の科目を全く受講せず

に卒業することがないようにすること。 

② 自由選択科目群に人文系の科目を１０科目取り入れること。 

③ 自由選択科目を人文系科目，総合科目，リメディアル教育科目及び教員職員科目等の４

つのカテゴリーに分類したこと。 

また，説明の過程で，モジュール間に希望受講学生数の偏りが生じた場合はどのような対

策を行うのかという質問が出され，文系の学生は理系のモジュールを受講する等の近い分野

は受講しないよう各学部で履修指導を行うこと及び学生に受講希望のモジュールについて，

希望順位第３位までの調査を行う等の対策を実施する旨の説明があった。 

さらに，今後新しい教養教育に向けた FD を実施する予定で，全学教育担当の教員には最

低２回は参加するよう周知依頼があった。 

 

４ 報告事項 

   (1) 学長候補者選考関係規則等の見直しについて 

理事（人事・組織改革担当）から，資料５に基づき，平成２３年の学長候補者選考を踏ま

え，学長選考会議から，①教育研究評議会から推薦する第１次学長候補者について，実質的

に審査ができるようなシステムの検討と，②学長候補者選考の際の面接が任意規定であるこ

とに関して，規定改正の要否を含め検討について，関係規定の改正の要否を含め学内委員に

検討依頼があっている旨の経緯説明があった後，学内委員による検討結果について，検討の

過程を含め詳細な報告があり，１月１９日開催の学長選考会議で審議される旨の説明があっ

た。 

なお，学内委員による検討結果の要点は次のとおりである。 

① 学長候補者の選考については，基本的には学長選考会議が本来権限を持っており，学

長選考会議に諮る前の段階で候補者を絞ることは学長選考会議の選択権を狭めること

にもなりかねないなどの理由から，基本的には今のシステムを変更せず現行どおりと

する。 

また，教育研究評議会が２名以上の第１次学長候補者を選出することの条件を取り

払い，候補者が１名の場合でも，所信表明や意向投票（信任投票）を行う方向で規則

等を整備する。 

② 学長選考会議が行う面接については，現行のように任意規定ではなく，学長選考会議

が最終選考の際に面接を行うことを明確に規定する。 

③ 第１次学長候補適任者推薦書については，推薦者１名毎に署名できるような様式に改

正する。 

 



(2) 公的研究費の適正な執行等のための取組に係る調査結果について 

理事（研究・社会貢献担当）から，文部科学省からの通知に基づき実施した本学における

取引業者への預け金及び旅費・謝金等の架空請求によるプール金の調査結果について，資料

６により，本学において預け金及びプール金はなかった旨の報告があった。 

 

(3) 懲戒処分を受けた学生に係る授業料免除について 

   （学生の個人情報を含む審議事項であるため非公開） 

 

以上 


